
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 4,948 2,435 1,913 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

弁護士による高度な相談への対応充実、各種啓
発講座の開催充実、啓発用グッズ等の購入、消費
生活における相談の啓発等

3,748 2,435 1,313 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

弁護士による高度な相談への対応 1,200 600 委託料（消費生活相談業務）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

041041 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 佐賀市 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発用チラシ等の購入

（強化）
弁護士夜間相談会の実施（月１回）、消費生活講座の開催（年５回）、消費生活相談員による出前講座の開催（年１６回）、啓発用グッズ等の購入、消費生
活相談等の啓発、消費生活啓発パンフレット巡回啓発等委託

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存） 弁護士による高度な相談への対応（月２回）

（強化） 弁護士による高度な相談への対応（月４回）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -1,643             千円 前年度差 -8                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 15,574             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 19,922                千円

うち交付金等対象経費 4,348               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 15,582             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 4,000               千円

千円

前年度の消費者行政予算 19,582                千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 17,217                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定 相談員数 4            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 7,502 695 566 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発用チラシ等279,000円　講師謝礼金3,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

出前講座講師謝礼金他啓発用チラシ等購入費 282 166 116 

旅費・受講料相当額

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員時間延長分 7,142 451 450 １時間延長分　1,854円/1時間×243日×2名

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター主催の研修会への参加支援 54 54 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

参考資料等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

参考資料等購入 24 24 

041023 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 唐津市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談時間９：００～１７：１５

（強化） 時間延長に伴う相談員委託料増加分（８：３０～１７：１５）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座講師謝礼金他啓発用チラシ等購入費

（強化） 特に啓発が必要な年代を選択し出前講座等、効果的な啓発を行う

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター主催の研修会への参加支援

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化） 参考資料等購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 532                 千円 前年度差 -117                千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,583             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 901                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 14,844                千円

うち交付金等対象経費 1,261               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,700             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 901                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,288               千円

千円

前年度の消費者行政予算 14,988                千円

対象人員数計 追加的総費用

2        901         

平成20年度の消費者行政予算 13,051                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        486     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 3            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 鳥栖市 自治体コード 412031 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

560 282 278 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者行政に係る研修参加に必要な旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の増員 5,395 1,548 1,155 消費生活相談員増員分の経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター主催等研修への参加支援

消費生活メイト学習会講師謝金、活動保険料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

地域住民への消費者啓発 93 3 5 啓発用グッズ・チラシ作成費、啓発講演会講師謝金等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費生活メイトの活動支援 24 4 5 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

6,072 1,837 1,443 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員及び消費者行政担当職員の研修参加：県内等近隣で開催される研修会にのみ参加

（強化） 消費生活相談員及び消費者行政担当職員の研修参加：国民生活センター等で開催される研修会への参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置：常時１名体制

（強化） 消費生活相談員の配置：常時２名体制

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者啓発用チラシの作成

（強化） 消費者啓発講演会の開催、消費者啓発用グッズの購入、消費者啓発用チラシの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 消費生活メイトによる啓発活動の実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,701  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,703      

平成20年度の消費者行政予算 1,674                  千円

前年度の消費者行政予算 5,852                  千円

うち交付金等対象経費 3,170               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,703                  千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち先駆的事業 -                        千円

うち交付金等対象外経費 2,682               千円

今年度の消費者行政予算 6,072                  千円

うち交付金等対象経費 3,280               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,703                  千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち先駆的事業 -                        千円

うち交付金等対象外経費 2,792               千円 20年度差 1,118               千円 前年度差 110                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等研修への参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,400 1,028 815 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費（印刷製本費）
啓発用相談窓口紹介付きクリアファイル作成　313,200円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

相談窓口周知及び啓発活動のため啓発グッズを
作成し配布する。

314 314 

旅費
費用弁償旅費：相談員（1名）の消費生活相談に関する研修参
加　100,000円
普通旅費：担当職員（2名）の消費生活相談に関する研修参加
13,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

相談員（1名）の窓口勤務日数拡大及び勤務時間の拡大
〔日数　既存週1日→平成21年度～週2日、平成27年度
～週3日〕
〔勤務時間　既存6Ｈ勤務→平成28年度～７Ｈ勤務〕
報酬の向上

1,973 601 815 

消費生活相談員配置委託料
週3日のうち既存事業（月曜日)＋予備日4日を除く
102日（水・木曜日＋予備日5日）×@12,978円／日＝
1,323,756円
既存事業の時間延長分　50日（月曜日46日+予備日4日）
×1H＠1,854円＝92,700円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員（1名）、消費者行政担当職員（2名）の研修
参加支援

113 113 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

412040 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 多久市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 週1日（月曜日）消費生活相談員を配置し、火曜日から金曜日までは担当職員で相談に対応

（強化）
相談員を平成21年度からは週2日（月・木曜日）配置、平成27年度からは週3日（月・水・木曜日)配置した。平成28年度からは相談員の勤務時間を1時間延長（6H/日→7Ｈ/
日）し、PIO－NETへの登録の迅速化を図る。相談員配置日以外（火・金曜日）は担当職員で相談に対応。平成26年度以降相談員報酬の向上。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 市民便利帳・市報及び出前講座等で相談窓口の周知、被害の未然防止のための啓発

（強化）
相談窓口・電話番号等が印刷された啓発グッズを作成し、出前講座・市内店舗の店頭等で配布し、より一層の相談窓口の周知及び被害未然防止ための
啓発を行う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員及び担当職員は遠方開催の研修が自費での参加となるので、受けられる研修が限られている。

（強化） 相談員及び担当職員がより高度な知識を身につけるための研修に参加できるように旅費を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -96                 千円 前年度差 6                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 618                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,416                  千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,461                  千円

うち交付金等対象経費 1,843               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 612                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,168                  千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,600               千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,212                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,416      

平成20年度の消費者行政予算 714                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        764     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬単価の改定＠10,000円→＠10,300円

②研修参加支援 ○ 旅費の都合で行くことができなかった県外の研修に参加できるよう旅費等を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 3,589 1,099 862 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者トラブル被害防止のための啓発 233 233 

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口の拡大 3,153 667 862 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修会参加支援 198 194 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談を充実させるための資料の購入 5 5 

412058 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 伊万里市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談日を週3日（月・水・金）実施している。

（強化） 消費生活センターを設置し、消費生活相談日を週5日（月～金）実施。平成25年8月から相談員の勤務時間を6時間勤務から7時間に延長する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 新成人者等へ啓発冊子を配布。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員・行政職員の研修会への参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談の充実のため、必要な参考資料の購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -197                千円 前年度差 73                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,891               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,529                  千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 3,852                  千円

うち交付金等対象経費 1,961               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,818               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,551                  千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,188               千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,006                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        1,529      

平成20年度の消費者行政予算 2,088                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        825     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン等の研修参加を支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,802 534 418 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・協議会予算 チラシ168千円（うち鹿島市2/5 　67千円）
・マグネット　　1,036千円（　　　　 〃       　 414千円）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

年に1回、消費生活啓発チラシ　全戸配布
消費啓発キャンペーン用　マグネットの購入費

481 241 240 

協議会予算 旅費120千円（うち鹿島市2/5 48千円）

⑧消費生活相談体制整備事業

（相談日の拡充）
第２・４月曜日、毎週金曜日から毎週月・金曜日
（相談時間の拡充）10：00～16：00から9：30～16：
30

1,261 263 148 

委託料12,978円*243日*1人=3,153,654円
（千円未満切上→3,154,000円）
（内鹿島市負担金=3,154,000*2/5=1,261,600円）
　・補助金
　　　相談日増加分12,978円*21日=272,538円
　　　相談時間延長分1,854円*75日*1時間=139,050円
　　　　合計411,538円（千円未満切捨→411,000円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加旅費 48 24 24 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

・協議会予算　参考図書３１千円（うち鹿島市2/5 12千円）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談対応の強化のための参考図書購入 12 6 6 

412074 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 鹿島市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） Ｈ25に佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平日は毎日相談窓口を開設できるよう拡充。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし。

（強化） 教育・啓発に使用するパンフレット等の作成。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員は所属する「特定非営利活動法人消費生活相談員の会さが」が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 佐賀県南西部消費者行政連携協議会が旅費を負担し、国民生活センター主催の研修に参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし。

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年 （1日７ｈ×21日＝147ｈ　＋　　１ｈ×75日＝75ｈ　　計222ｈ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -9                   千円 前年度差 -28                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 850                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 411                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,802                  千円

うち交付金等対象経費 952                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 878                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 411                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 652                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,530                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        411         

平成20年度の消費者行政予算 859                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        222     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン等が開催する研修に参加する費用を負担する

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 2,983 580 454 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発テキスト作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者の育成、被害の防止のための冊子を作成
し、出前講座で活用する。

146 146 

国民生活センター教育研修日

⑧消費生活相談体制整備事業
相談日を年間２０９日として１日の相談時間を１時間延長する。
毎月第１木曜日、小城北地域ケア代表者会議・出前講座にあて
る。

2,713 310 454 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

124 124 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

2７年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

412082 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 小城市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日は年間１８０日で１日６時間勤務

（強化） 相談日を週（月・火・水・金曜日）の４日とし、１日の勤務時間を１時間延長する。毎月第１木曜日を小城北地域ケア代表者会議出席及び出前講座にあてる。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座等で配布するパンフレットは、県や国民生活センターにものを使っていた。

（強化） 出前講座等でわかりやすい活用しやすい消費生活相談についての冊子を購入し、参加者へ配布する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -68                 千円 前年度差 297                 千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象外経費 1,959               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 764                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

今年度の消費者行政予算 2,992                  千円

うち交付金等対象経費 1,034               千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象外経費 2,039               千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 489                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金等対象経費 1,131               千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,170                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        764         

平成20年度の消費者行政予算 2,027                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        383     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 毎月第１木曜日出勤になるため年間１２日増えるため、相談員の報酬も増加する。

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会に参加してスキルアップを図っていく。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 1,922 760 603 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・協議会予算 チラシ　168千円（うち嬉野市2/5 　67千円）
・マグネットシール　 1,036千円（　　　　〃　　　　 414千
円）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活啓発チラシ　全戸配布
啓発用マグネットシール　全戸配布

481 241 240 

協議会予算 旅費120千円（うち嬉野市2/5 48千円）

⑧消費生活相談体制整備事業
相談窓口の既存開設日数の増（週１回から２回へ）

及び開設時間の延長（１時間）
1,261 429 273 

相談増加分（H28火曜50日×時給1854円）+（H28木曜47
日×日当12,978円）＝702,666≒702千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加旅費 48 24 24 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

・協議会予算　参考図書31千円（うち嬉野市2/5 12千円）
・PIO-NET用端末購入費　120千円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談対応の強化のための参考図書及びPIO-
NET2015のLGWAN利用の際に必要となる端末の
購入

132 66 66 

412091 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 嬉野市 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口を毎週１回（塩田庁舎と嬉野庁舎で交互に開設）開設

（強化） 消費生活相談窓口を毎週２回（塩田庁舎は火曜日、嬉野庁舎は木曜日）開設及び開設時間も１時間延長

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 教育・啓発に使用するパンフレット等の作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員は所属する『NPO法人消費生活相談員の会さが』が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 佐賀県南西部消費者行政連携協議会が旅費を負担し、国民生活センター主催の研修に参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、参考図書を購入し、相談体制の強化を図る・PIO-NET2015のLGWAN利用に必要となる端末の整備



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 50                   千円 前年度差 44                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 585                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 702                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,948                  千円

うち交付金等対象経費 1,363               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 541                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 750                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,320               千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,861                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        702         

平成20年度の消費者行政予算 535                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        379     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他 ○ PIO-NET2015のLGWAN利用に必要となる端末の配備

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額12,250円→12,978円に増額

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップのための各種研修会参加にかかる旅費等

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,389 474 372 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消費者セミナー講師謝金　6,000円×2時間＝12,000円
啓発チラシ用色用紙3,000円×1.08×1箱＝3,240円
啓発チラシ用白用紙2,000円×1.08×4箱＝8,640円
新成人用啓発パンフレット
　160円×1.08×400部＝69,120円
啓発品（ポケットティッシュ）
　　25円×1.08×3,000個＝81,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者団体との協力や啓発品等を利用し、消費者
の役割、消費生活に必要な知識の習得、消費生活
の安定を図るための情報を発信する。

174 97 76 

研修参加費（東京都2日間）
交通費46,000円＋都内交通費5,300円＋日当4,400円
＋宿泊費10,900円
研修参加費（広島県2日間）
交通費20,000円＋日当4,400円＋宿泊費10,900円

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口開設日を増やして強化した相
談体制を維持する。消費生活相談員の処遇改善
のため増額した報酬額を維持する。

1,113 322 250 
10,300円×1.08×50日＝556,200円（金曜日）
300円×1.08×50日＝162,500円（火曜日増額分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の専門・事例講座等への参加
を支援し、相談対応能力の向上を図る。

102 55 46 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

041049 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 神埼市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口を週1日開設。報酬の日額単価10,000円。

（強化） 平成22年度から消費生活相談窓口を1日増やし、週2日開設。平成26年度から報酬の日額単価を300円増額し、10,300円に設定。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 取り組みなし

（強化） 消費者トラブル防止のため、啓発資料の配布やセミナーを実施する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 取り組みなし

（強化） 専門・事例講座等への参加支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 39                  千円 前年度差 103                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 623                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 572                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,469                 千円

うち交付金等対象経費 846                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 520                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 595                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 880                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,400                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        572         

平成20年度の消費者行政予算 584                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        250     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額単価を10,000円から10,300円とする。

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員レベルアップのため研修参加を支援し、今後の相談業務につなげる。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

-            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 169 93 73 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発グッズ作成　37,000円、司法書士謝金　129,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発及び司法書士によ
る無料相談の開催

169 93 73 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

413275 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 吉野ヶ里町 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費者トラブル未然防止のための啓蒙グッズを作成・配布し、消費者問題を身近な存在として捉えられるよう啓発を強化する。
司法書士による無料相談を開催し、高度な専門相談への対応を強化する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 101                 千円 前年度差 57                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 626                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 792                    千円

うち交付金等対象経費 166                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 569                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 163                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 732                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 525                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 767 281 219 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

パンフレット・チラシの購入費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発チラシ等の配布 59 33 26 

研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 557 163 127 消費生活相談員の人件費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修参加費用の支援 138 78 60 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

書籍購入費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口の書籍購入 13 7 6 

413411 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 基山町 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者相談を、月２回会議室において開催

（強化） 毎週金曜開催に拡充し間口を広げることで、相談者の利便を向上し相談しやすい体制を整備する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） パンフレットやチラシを購入し、成人式で配布することで、消費者教育・啓発の強化を図る。

（強化） 前年度からの啓発活動を継続し、引き続き消費者教育・啓発の強化を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 研修日が窓口開設日に当たった場合であっても、勤務として扱い、研修への参加をしやすくする。

（強化） 研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代を支援することで、相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費者相談を、月２回会議室において開催

（強化） 書籍を充実させることで、消費生活行政における新しい事例や、法律の変更などに対応し、相談機能の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 93                   千円 前年度差 -1                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 267                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 290                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 767                    千円

うち交付金等対象経費 500                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 268                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 301                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 508                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 776                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        290         

平成20年度の消費者行政予算 174                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        156     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための、交通費・宿泊費。資料代の支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 267 71 62 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談の複雑化・多様化が進む中、住民の安心
安全な消費生活を確保するため消費生活相談窓口の機
能強化を図る

267 71 62 
消費生活相談業務委託料：日額（1人）11，124円*2日
*12月

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

413453 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 上峰町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 事業なし。

（強化） 毎月第2金曜日・第4金曜日に相談窓口を開設　相談受付時間は9時00分から15時00まで　相談内容により警察と協議を実施、町内に随時注意喚起・回覧を行った。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 8                     千円 前年度差 -                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 133                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 267                    千円

うち交付金等対象経費 133                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 133                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 133                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 267                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        133         

平成20年度の消費者行政予算 126                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        144     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップ研修等への参加

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,605 530 416 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

・出前講座の講師謝金　10千円×10回
・周知用色上質紙、カラープリンタートナー、研修資料
代、印刷機パフォーマンス料、事務用品費、折込チラシ
印刷代、ステッカー印刷代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・消費者保護のために周知広報の発行、消耗品の
購入

347 215 85 

・研修旅費(東京：2泊3日　85,000円×2回）

⑧消費生活相談体制整備事業 ・相談窓口の強化（毎週月曜日、水曜日実施） 1,068 250 261 ・相談窓口開設増分の委託費（11,124円×96日）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

・相談員、職員の県外研修への参加支援 170 50 70 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

・図書購入費　20千円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

・窓口強化のための体制整備 20 15 

413461 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 みやき町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） ・毎週2回、（月曜日・水曜日）消費生活相談窓口を設置して、相談窓口を開設する。

（強化） ・毎週2回、（月曜日・水曜日）消費生活相談窓口を設置して、被害の未然防止、救済を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） ・消費者啓発広報の発行（チラシ作製）、出前講座の開催(10回)

（強化） ・消費者啓発広報の発行（チラシ作製、折込ﾁﾗｼ作製年4回）、消費者教育の出前講座の開催（10回）、独居老人向け玄関ステッカー作製

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） ・スキルアップのための研修への参加支援の実施

（強化） ・スキルアップのための研修への参加支援の増加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） ・図書購入

（強化） ・相談への迅速な対応のため専門図書の購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

※6時間×46日＝276

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 152                 千円 前年度差 38                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 667                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 511                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,613                  千円

うち交付金等対象経費 946                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 629                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 500                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 989                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,618                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        511         

平成20年度の消費者行政予算 515                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        276     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ ・相談員等スキルアップのため研修会への参加支援を行う。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 552 234 183 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

旅費　18,670円

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談業務を専門とする特定非営利活動
法人に委託し、定期的に相談室を設ける。

534 217 183 委託料11,124円×1人×4回/月×12月＝533,952円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員を各種研修会等に参加させ相談員のレベ
ルアップを図る。

18 17 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

413879 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 玄海町 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎月１回相談室を設け相談を受け付けていた。

（強化）
月４回（毎週金曜日）相談日を設ける。また、他の機関と連携を密に情報を共有し、更に広報等（出前講座の実施等含む）に力を入れ、潜在的な被害者の
救済を図りたい。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員の研修等の参加は行っていなかった。

（強化） 佐賀県及び国民センター等が実施する相談員対象の研修会へ、スキルアップのため参加させる。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -32                 千円 前年度差 2                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 136                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 400                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 553                    千円

うち交付金等対象経費 417                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 134                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 400                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 400                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 534                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        400         

平成20年度の消費者行政予算 168                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        288     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 佐賀県及び国民センター等が実施する相談員対象のスキルアップのための研修に３回程度参加させる。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 1,952 794 623 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

講師謝礼50、啓発用資料317、啓発用色紙6

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育の講師招聘、啓発・啓蒙チラシ等の配
布

388 373 

相談員研修支援

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日開設の拡大 1,484 341 623 委託料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加支援 69 69 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

専門書籍等の購入 11 11 

414018 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 有田町 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週１回　毎週木曜日(9:30～16:30)相談員を配置し、相談窓口を開設(6時間)　10,800円×48回＝518,400円

（強化） 週2回　毎週火・木曜日(8:30～17:15)相談員を配置し、相談窓口を開設(8時間)　14,832円×100回＝1,483,200円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） 消費者教育のための講師招聘、啓蒙・広報活動のためのチラシ配布

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化） 相談員研修支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化） レベルアップのための書籍購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 27                   千円 前年度差 -                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 535                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 964                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,952                  千円

うち交付金等対象経費 1,417               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 535                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 964                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,367               千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,902                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1        964         

平成20年度の消費者行政予算 508                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        512     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上 ○ 専門書籍の購入

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 社会保険料率の上昇、消費税率改定による委託料の増額維持

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが主催する消費生活相談員専門講座への参加

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 587 222 173 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

大町町の広報に消費者啓発ページの掲載を年3回行い
消費者被害の拡大防止を防ぐ。
（町広報に4頁掲載×年3回）
3,100部×12.10円×3回＝112,530円（消費税9,002円）
121,532円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害及び予防法を毎月発行の町広報に追
加
ページで掲載し、なおかつ相談日と県消費者相談
窓口を明記し、年三回実施する。

122 120 

担当相談員の研修会参加に伴う旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 毎月三回、大町町役場内で消費生活相談を行う。 401 161 50 
11,124円×17日＝189,108円　（町費）
11,124円×19日＝211,356円　（補助金）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター主催の研修会参加 64 61 3 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

414239 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 大町町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者相談窓口の開催は年間17日で主に相談業務、出前講座の開催

（強化） 消費者相談窓口の開催を幅広い世代の方に知ってもらうために、町広報に掲載し周知する。また、相談業務を19日追加し、相談可能日を増やす。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 大町町の広報に消費者啓発ページの掲載を年2回行い消費者被害の拡大を防ぐ。

（強化） 大町町の広報に消費者啓発ページの掲載を年3回することで幅広い世代の人たちの未然防止と拡大防止を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 平成28年度は大町町が担当し、相談員を研修会に参加させる。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 13                   千円 前年度差 2                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 192                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 211                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 587                    千円

うち交付金等対象経費 395                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 190                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 211                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 330                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 520                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        211         

平成20年度の消費者行政予算 179                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        114     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン等の研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 401 100 77 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑧消費生活相談体制整備事業
相談窓口の増設を図り、相談員の報酬を向上させ

る。
401 100 77 相談日窓口を16日分増設し、1回あたりの報酬を向上。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

414247 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 江北町 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日数20日、10,500円/回

（強化） 相談日を16日増設し、相談日36日で月3回相談窓口を設置する。11,124円/回

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 8                     千円 前年度差 -                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 223                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 177                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 400                    千円

うち交付金等対象経費 177                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 223                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 177                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 177                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 400                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        177         

平成20年度の消費者行政予算 215                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        96       

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 10,500円/回　→　11,124円/回

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

合計 624 195 152 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

冊子400部　80,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

高齢者と中高生対象のリーフレット作成と配布 90 61 19 

⑧消費生活相談体制整備事業 534 134 133 委託料　534,000円（町費267千円、県補助金267千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

041425 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 白石町 自治体コード



⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 月に２日の消費生活相談日を設置

（強化） 月に４日の消費生活相談日を設置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 毎月町広報に相談日の案内を掲載

（強化） 既存事業に加え、ネット環境が普及する中学３年生を対象とした冊子を制作及び配布をする

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 25                   千円 前年度差 -                     千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 277                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 267                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 624                    千円

うち交付金等対象経費 347                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 277                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 267                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 407                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 684                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        267         

平成20年度の消費者行政予算 252                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        144     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 900 440 345 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

168,000円(A４両面ｶﾗｰﾁﾗｼ全戸配布24,000部)×1回
1,036,000円（マグネットシール）、
このうち、太良町負担分は、1,204,000*1/5=240,800円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者啓発チラシ・マグネットシール製作費 240 120 120 

関東方面1回70,000円、福岡市2回15,000円、九州圏内
1回35,000円
このうち、太良町負担分は、120,000円×1/5＝24,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日・相談時間の拡充 630 305 210 
（相談日の拡充）毎月1回から毎週水曜日
（相談時間の拡充）9：30～16：30へ　1時間延長

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加旅費 24 12 12 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

相談業務用参考図書

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談対応の強化のための参考図書購入 6 3 3 

414417 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 太良町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） Ｈ25に佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平日は毎日相談窓口を開設できるよう拡充。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし。

（強化） 教育・啓発に使用するパンフレット・マグネットシール等の作成。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員は所属する「特定非営利活動法人消費生活相談員の会さが」が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 相談員が研修に参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし。

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 3                    千円 前年度差 -27                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 129                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 515                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 914                    千円

うち交付金等対象経費 785                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 156                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 489                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 609                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 765                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        515         

平成20年度の消費者行政予算 126                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        278     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 生活相談員のスキルアップのための各種研修会参加に係る旅費等

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



（別紙２）

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 40,431 12,402 9,769 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

- - - 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- - - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- - - 

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

- - - 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

24 4 5 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

7,367 4,771 2,433 

⑧消費生活相談体制整備事業 29,887 6,333 6,133 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

1,730 1,157 517 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - - - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - - - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

- - - 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） - - - 

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

1,200 - 600 

27年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

223 137 81 

平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 佐賀県 市町村名 自治体コード

○セルの挿入・削除は行わないでください。
○印刷後に、見切れがないか確認してください。



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

予算額

20年度差 123                 千円 前年度差 173                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 41,660             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 12,466                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 63,831                千円

うち交付金等対象経費 22,171             千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 41,487             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 12,010                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度差

うち交付金等対象経費 22,312             千円 63,799         千円 63,831         千円 32              千円

千円

前年度の消費者行政予算 63,799                千円 前年度 今年度

対象人員数計 追加的総費用

18      12,466     

平成20年度の消費者行政予算 41,537                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

18      7,018  

対象人員数
（報酬引上げ）

7        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 25          人 今年度末予定 相談員数 25          人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 25          人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 25          人 今年度末予定
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